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（調整理由） 

１ 慣行等の取扱い 

・消防出初式等の慣行は、それぞれの地域、消防本部で運営してきた経緯が

あることから、原則、継続して行うことが適当である。 

調 整 結 果 
１ 各市町で実施している消防出初式等の慣行は、原則、継

続して行う。 
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